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第１章 藤沢市官民データ活用推進指針 

１ 指針策定の目的 

近年，国においては，マイナンバー制度の導入・活用をはじめ，行政データ

の流通・活用を加速するための環境や法整備が進められています。 

こうした取組は，全ての国民がＩＣＴ
1
やデータの利活用を意識せず，その

便益を享受し，真に豊かさを実感できる「官民データ利活用社会」という新た

な社会モデルの構築を目指すものです。 

このような社会の実現のためには，官民ともにデータが相互に繋がってこそ

様々な価値を生み出すという認識を持ち，データ利活用のための環境整備を進

めていくことが必要となります。 

２０１６年には「官民データ活用推進基本法（２０１６年法律第１０３

号）」が成立し，同法及び「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（２０

００年法律第１４４号）」に基づく取組を具体化するために２０１７年，「世

界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（２０１７年閣議決

定）」が策定されています。これらを受けるかたちで，２０１８年には「デジ

タル・ガバメント
2
実行計画」，２０１９年には「情報通信技術の活用による

行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を

図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を

                                                 
1 ICT:Information and Communication Technology の略。情報・通信に関する技術や通信技術を活用したコミュニ

ケーションの総称。 

2 デジタル・ガバメント：サービス，プラットフォーム，ガバナンスといった電子行政に関する全てのレイヤーがデジ

タル社会に対応した形に変革された状態。 
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改正する法律」が成立し，行政のデジタル化を推進するための法整備等が着実

に進められてきました。 

このような状況の下，本市においても，官民データ活用推進基本法の中で地

方公共団体に対して官民データ活用の推進に関する計画の策定が求められてい

ること，及び，官民データ・ＩＣＴの利活用を市政運営につなげていく必要が

あることを踏まえ，藤沢市官民データ活用推進指針を策定することとしまし

た。 

なお，市町村官民データ活用推進計画の策定根拠となる官民データ活用推進

基本法の概要と官民データ活用推進計画の関係は次のとおりです。 

＜出典：市町村官民データ活用推進計画策定の手引＞ 
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２ 指針の位置付け 

 本市では，「藤沢市市政運営の総合指針２０２０（２０１７年策定）」をＩ

ＣＴによって下支えするための指針として「藤沢市ＩＴ推進指針（２０１７年

４月改定）」を策定し，「藤沢市市政運営の総合指針２０２０」の目指す都市

像である「郷土愛あふれる藤沢」を実現するために，行政がＩＣＴを利用する

際の考え方と５つの方向性を定めています。この「藤沢市ＩＴ推進指針」につ

いては，本市が抱える様々な課題に対して，ＩＣＴを課題解決の道具として，

積極的かつ効率的に利活用するための基本的な考え方や方向性を示すための指

針となっているものです。 

今回策定する藤沢市官民データ活用推進指針は，具体的なＩＣＴ施策を定め

ることで，「藤沢市市政運営の総合指針２０２０」を「藤沢市ＩＴ推進指針」

とともに下支えするものとして位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤沢市の目指す未来 

（郷土愛あふれる藤沢） 

藤沢市市政運営の総合指針 2020 

（８つの基本目標） 

 

 
藤沢市ＩＴ推進指針 

●行政サービスの利便性向上と地域活性化に寄与

すること 

●地域の誰もが行政サービスを享受できる環境を

整備すること 

●情報セキュリティ対策とリスクマネジメント体

制を整備すること 

●ＩＴガバナンスの強化と業務改革の推進を図る

こと 

●持続性と効率性を重視した広域連携や共同利用

を推進すること 

藤沢市官民データ活用

推進指針 

 

７つの基本方針と 

６つの施策 
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３ 指針の対象期間 

 藤沢市官民データ活用推進指針は，次の藤沢市市政運営の総合指針との整合

性を図る必要があることから，２０２０年７月から２０２５年３月までを対象

期間とします。 

 しかし，昨今のＩＣＴの技術進展や取り巻く環境変化が速いことから，こう

した変化に対応できる指針となるよう柔軟に改定を行うものとします。 

４ 藤沢市版官民データ活用推進計画 

 本指針は，官民データ活用推進基本法第９条第３項に基づく，藤沢市版の

「市町村官民データ活用推進計画」として位置付け，国や神奈川県の施策と整

合性を図りながら，各取組を推進していきます。 
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第２章 官民データを取り巻く状況 

１ 藤沢市の現状と課題 

（１）人口減少社会を見据えたＩＣＴの効率的な活用 

 全国的には既に人口減少時代に突入しています。本市においても，２０１

５年度の国政調査に基づく本市の将来人口推計では，２０３０年頃まで人口

は緩やかな増加傾向となっていますが，その後は減少に転じる予想となって

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＜出典：藤沢市将来人口推計（一部編集）＞ 

 また，人口減少と同時に高齢化率も上昇し，人口減少・少子高齢化社会で

は働き手も大幅に減少し，それに伴い，行政サービス分野においても働き手

の減少は深刻化することが予想されます。自治体の経営資源が制約される中

どのようにサービスを継続していくのかが課題となっています。 

423,894 

434,978 

444,068 

436,589 

420,000

440,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

（人） 

＜2017 年度推計＞ 

＞ 



  

 藤沢市官民データ活用推進指針 7 

 

 

人口減少社会における働き手の減少を見据え，今から準備を行うことで現

状の行政事務の質を落とすことなく ，将来においても事務執行が可能となる

ようにすることが求められます。そのためには，ＩＣＴを効率的・効果的に

活用することが必要不可欠です。 

（２）システムのカスタマイズ
3
手法からの脱却 

業務で利用するシステムの更新については，「システムに業務を合わせ

る」視点が最も重要です。これまで実施してきたシステム化では，「業務に

システムを合わせる」もので，毎年行われる法改正や制度改正の度にシステ

ム変更とカスタマイズに膨大な時間と労力が必要でした。このような手法

は，業務の効率化には一定程度効果があった反面，システム改修時や更新時

にカスタマイズがその都度必要で，そのための費用がかかる事，カスタマイ

ズ項目の確認不足による事務処理誤りに繋がるリスクとなっていました。 

このことから，今後のシステム導入の際には極力カスタマイズせずシステ

ムに業務を合わせる手法への変更が必要です。また，国の方針としてクラウ

ド
4
利用の推奨及び自治体システムの標準化に向けた検討がされている現状か

ら，将来的に業務システムは自庁構築せず外部のクラウド等を他自治体等と

共同利用することで人的経費，導入経費の削減を見据えた検討も必要です。 

本市では，最適なシステム調達に向けた「ＩＴ調達ガイドライン
5
（２．

０）」（２０１７年６月）を定め，事務手順の見直し（ＢＰＲ
6
）を特に重視

                                                 
3 カスタマイズ: ユーザーの好みと使い方に合わせて，システムやソフトウェアの機能などを設定し直すこと。 

4 クラウド：ハードウェアやソフトウェアを持たず，インターネットを通じ，サービスを必要な時に必要な分だけ利用

する考え方。 

5 IT 調達ガイドライン：情報システムの導入や更新等に関する調達事務について，事務の流れや留意事項等をまとめ

たもの。 

6 BPR:Business Process Re-engineering の略。既存の組織やビジネスルールを抜本的に見直し，利用者の視点に立

って，業務プロセス全体について職務，業務フロー，管理機構，情報システムを再設計すること。 
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しながら，これまでの手法である「システムをカスタマイズして業務に合わ

せる手法」からの脱却を目指しています。 

（３）オープンデータライブラリでのデータ公開 

 データ利活用の取組について，本市では「世界最先端ＩＴ国家創造宣言

（２０１３年６月１４日閣議決定）」において，オープンデータ
7
の推進が掲

げられたことから２０１４年６月にオープンデータライブラリを本市のホー

ムページ内に開設しました。 

 

 

 

 

 

 

 このオープンデータライブラリでは現在，本市が公開可能と判断したデー

タを始め，国や県が定める標準データセットについての公開を行っていま

す。 

また，オープンデータライブラリ公開の際には，オープンデータに対する

ニーズや課題の洗い出しを目的として「アプリコンテスト8」を実施するな

ど，オープンデータの普及拡大に努めてきました。 

                                                 
7 オープンデータ：誰もがインターネット等を通じて容易に利用できるよう公開されたデータ。 

8 アプリコンテスト：優れたアプリケーションを広く提案・募集するコンテストの実施。 

 

＜オープンデータライブラリ（藤沢市ホームページ）＞ 
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しかし，どのようなデータを公開することが求められているのか，ニーズ

の把握やデータフォーマット
9
の標準化，語彙基盤整備

10
といった課題もあ

り，データの利活用に向け引き続き取り組んでいく必要があります。 

（４）電子申請の現状 

 電子申請の推進については，２００５年に「藤沢市行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する条例」を制定し，県内市町村共同で市民等の利

用者が２４時間３６５日手続のできる電子申請・届出システムの運用を開始

しました。本システムを利用すること，その他公共施設の予約システムや図

書館ホームページからの資料の予約等含め，行政手続のオンライン化を推進

しています。 

 しかし，電子申請・届出システムは，一定の利用はありますが，近年利用

率は横ばいの状況であり，利用手続数の増加と利用率の向上が課題となって

います。そのため，現在対面での対応が必要な許認可等の手続に対し，ＩＣ

Ｔを活用し遠隔からの手続を可能にすること等による電子申請メニューの拡

大や，マイナンバーカードの普及・利用促進と合わせて電子申請・届出シス

テムの仕組みを活用した手続の検討などを進める必要があります。 

（５）社会の仕組み自体の急速な変化と先進的なプロジェクトへの参画 

 ＩＣＴを巡る技術の進歩は想像を超えるスピードで進展しています。特に

ネットワークインフラの発展に伴って大量のデータ流通が起こったことと，

スマートフォンや家電を始めとしたあらゆるモノがネットワークに繋がる 

                                                 
9 データフォーマット：データ形式。 

10 語彙基盤整備：データで用いる様々な用語の表記，意味，構造を統一し，分野を超えてデータの検索向上やシステ

ム連携強化を実現すること。 
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ＩｏＴ11の発展を背景に大量に発生するデータに注目が集まり，社会の仕組

み自体も急速に変化しています。 

 また，本市では，産学官連携の一つとして，慶應義塾大学湘南藤沢キャン

パスと包括連携協定を２００９年に締結し，行政課題の解決に相互協力を行

うこととしており，国のＩＣＴ活用やスマートシティ
12
へ向けた新たな技術

立証の実証事業に積極的に協力し，新しい技術開発の先進的なプロジェクト

へ参画しています。このような取組を進めることで，誰もが便利で快適な

「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０
13

(超スマート社会)」を実感できる社会に向けた具体

的な施策に役立つことが期待されます。 

 

                                                 
11 IoT：Internet of Things の略。モノのインターネット。インターネットに接続できる機能をあらゆるモノが保有

し，それらのモノから収集したデータを処理する機能で構成される複合技術・サービス。 

12 スマートシティ：都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化し，生活の利便性や快適性を向上させるととも
に，人々が安心・安全に暮らせる街。 

13Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０：狩猟社会（１．０），農耕社会（２．０），工業社会（３．０），情報社会（４．０）に続
くサイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより，経済発展と社会的課

題の解決を両立する，人間中心の社会（５．０）。 

＜出典：Society 5.0「科学技術イノベーションが拓く新たな社会」説明資料＞ 
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（６）ＩＣＴは持続可能な行政運営を支える基盤 

 このようにＩＣＴは近い将来直面する人口減少・労働力不足などの社会課

題，地域の諸課題の解決や，行政コストを抑制し持続可能な行政運営を支え

る基盤となっていくことが期待されています。ＩＣＴ活用やデータ利活用を

推進していく際には，個人情報の保護やシステムのセキュリティ
14
に最大限

の配慮を行いながら，オープンデータやビッグデータ
15
を市民サービスの向

上，行政事務の効率化のために活かすことができる体制を整備するととも

に，ＩＣＴを活用できる職員の人材育成が重要となります。 

（７）指針策定によりスマート藤沢の実現へ 

現在国は官民データ利活用社会，及びその先にあるＳｏｃｉｅｔｙ５．０

の実現を目指し様々な施策を打ち出しています。また神奈川県においても，

国の動向を受け「かながわＩＣＴ・データ利活用推進計画」を策定し，多様

なデータ利活用の取組を進めているところです。 

本市においても以上のような取組を全庁に展開していく必要があります

が，そのためには，①業務改善への意識，②業務効率化への意識，③業務そ

のものがデジタル化に馴染みにくい，④職員のＩＣＴリテラシー
16
不足，⑤

部局間連携の強化等の課題に取り組んでいく必要があります。 

 これらの課題に積極的に取り組み，国，神奈川県の動向も注視しながら，

ＩOＴ，ビッグデータ，ＡＩ
17
等，最先端テクノロジーを活用した安全安心

                                                 
14 システムのセキュリティ：主に情報システムの保有する重要な情報や個人情報を外部・内部の脅威から守ること。 

15 ビッグデータ：一般的なデータ管理ソフトウェアで扱うことが困難なほど巨大で複雑なデータの集合。 

16 ICT リテラシー：情報化社会に対応する能力。 

17 ＡＩ：Artificial Intelligence の略。人工知能。 
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で暮らしやすい元気なまち「スマート藤沢」を実現できるよう，本指針の策

定と施策の遂行が重要になります。 

２ ウィズ・コロナ，アフター・コロナと新しいワークスタイル 

２０２０年，世界中にパンデミック
18
を起こした新型コロナウイルス感染症

の感染拡大は，これまでの社会活動そのものを根底から変えています。そし

て，今後はこのような感染症のリスクにも適応した社会システムへ転換してい

く必要があることを明確に示しています。 

特に自治体においては，今回のコロナ禍において，感染拡大のリスクへの対

応と並行して，業務継続の観点からテレワーク
19
導入やＷｅｂ会議20などリモ

ートワーク
21
での対応を実施する中で新たな行政のあり方を示す必要も生じた

ことから，働き方改革も含めて，新しいワークスタイル
22
に向けたデジタル市

役所への転換が求められています。 

デジタル技術を活用した新たな人とのつながり方が，様々な分野において活

用され，感染症終息後の新たな日常においても重要となってきます。 

  

                                                 
18 パンデミック：感染症や伝染病が全国的・世界的に大流行すること。 

19 テレワーク：ICT を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方。 

20 Ｗｅｂ会議：遠隔拠点とインターネットを通じて映像・音声のやり取りや，資料の共有などを行うことができるコ
ミュニケーションツール。 

21 リモートワーク：直接出社せず，自宅やレンタルオフィスなど，会社から離れた場所で業務を遂行する勤務形態。 

22 ワークスタイル：働き方のこと。リモートワークなどを指す。 
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第 3 章 官民データ活用の推進に関する基本的な方針 

 本指針を推進するにあたり，官民データ活用推進基本法第１０条から第１８

条までに規定されている基本的施策に基づき，以下７つの基本方針を設定しま

す。 

方針１ 行政に係る手続のオンライン化の推進（第 10 条） 

 「すぐ使える」「簡単」「便利」な行政サービスを実現するため，従来の紙

ベースによる手続から脱却し，官民データ活用に向けて，行政手続等において

はオンライン化（本人確認及び手数料支払いのオンライン化を含む。）を原則

とし，それに伴う情報システム改革，業務の見直し（ＢＰＲ）及び添付書類の

省略を推進し，利用者の利便性を第一とした利用者中心の行政サービスを実現

します。 

 行政手続等におけるオンライン化を推進するため，オンラインによる行政手

続の利用を住民に促すと同時に，職員等においても，行政手続を紙ベースでの

手続からオンラインでの手続に移行するよう促します。  

 手続のオンライン化にあたっては，「方針５ 情報システムに係る規格の整

備及び互換性の確保」に係る取組と連動し，本市全体として，情報システムの

改革，制度や業務そのものの見直しをあわせて実施します。 

また，行政手続がオンラインで可能となるように，各手続における本人確認

及び手数料納付のオンライン化，添付書類の省略などのオンライン化の検討を

行います。 
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方針２ 行政が保有するデータの活用の推進（第１１条・１２条） 

 官民データを様々な主体が容易に活用できるようにするために策定された，

国の「オープンデータ基本指針（２０１７年５月３０日高度情報通信ネットワ

ーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定。２０１９年６月７

日改定。）」等を踏まえて，本市が保有するデータのオープンデータ化を更に

推進します。また，個人及び法人の権利利益，国の安全等が害されることがな

いよう配慮しつつ，様々なデータの利活用が進むように取組を行います。 

方針３ マイナンバーカードの普及及び活用（第１３条） 

 国は「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方

針（２０１９年６月４日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）」や「経済財政

運営と改革の基本方針２０１９（２０１９年 6 月２１日閣議決定：骨太の方

針）」等を踏まえ，２０２０年度に予定している「マイナポイント」を活用し

た消費活性化策の導入や，２０２１年３月から本格運用を開始するマイナンバ

ーカードの健康保険証としての利用等の取組を着実に進め，マイナンバーカー

ドの普及・利活用を推進することとしています。 

 本市においても，有効なカードの交付枚数については人口比で約１９％（２

０２０年４月末）となっていますが，行政サービスにおけるマイナンバーカー

ドの利用を推進することで，住民の利便性向上に寄与し，併せて行政の事務負

担が軽減されるよう，施策を実施します。 
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方針４ 情報通信技術の利用の機会等の格差是正（第１４条） 

 基本法第１４条でも示されているとおり，情報通信技術の利用機会，すなわ

ち通信インフラ
23
の利用格差や，ＩＣＴの利活用能力に関する格差に対し必要

な是正措置を講じることが求められています。 

 本市における通信インフラについてはどの地域，どのエリアでも電波が届か

ない等の格差は生じていません。一方でデジタル化を進めた事で生じる，ＩＣ

Ｔを活用できない方が生じる事等にも注視し，それらに取り残されるという不

安を抱く利用者層が生まれることのないよう，必要な対策を検討します。 

方針５ 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保（第１５条） 

 行政サービスの利便性向上や行政運営の効率化を図るため，総合的なデジタ

ル化，業務プロセスの見直し（ＢＰＲ）や情報システムの改革を推進します。

具体的には，２０２１年１月の基幹系システム
24
更新後に迎える次のシステム

については，クラウド化など他自治体との共用化を促進することで，情報シス

テムの運用経費削減，セキュリティ水準の向上，災害時における業務継続性の

確保について取り組みます。 

方針６ 官民データ活用に関する教育及び普及啓発（第１７条・１８条） 

 行政が保有しているデータや世の中に存在している様々な情報を政策に活用

することが求められています。そのためには，職員にもデータ活用のためのス

キル等が必要になります。そこで，データ活用の重要性に対する意識，統計デ

                                                 
23 通信インフラ：社会基盤として敷設，運用される通信回線や通信機器，施設などの総体。 

24 基幹系システム：自治体における「住民情報関連システム」，「税務関連システム」，「国民健康保険関連システ

ム」，「国民年金関連システム」，「福祉関連システム」等の業務を指すもの。 
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ータなどを適切に理解するための知識，データ分析に関する実務能力を身に着

け，事業や政策立案にデータを有効に活用できる職員になることを目的とし

て，研修等の人材育成を実施します。 

方針７ 先端技術・データを活用した取組の推進（第１６条） 

 ＡＩやＲＰＡ
25
と言った先端技術については，他の自治体でも活用が進み，

導入による効果が認められています。特に，行政内部の定型業務に組み込むこ

とで業務効率化が図れることから，今後においても先端技術の活用に向けた研

究を進めることが重要であるといえます。 

 そのため，行政課題の解決に向けてロボット等の先端技術の利活用を促進す

るために実証実験を行う中で，ＡＩ等のＩＣＴ利活用について取り組んでいま

す。 

また，データ利活用の部分において本市では，慶應義塾大学湘南藤沢キャン

パス等と共同で国のデータ活用等の実証事業に参画しています。 

今後も，ビッグデータ利活用基盤技術の研究，収集したデータのセキュリテ

ィに関する取組やデータ利活用の具体例の研究を実施していくこと，及び行政

の課題解決や住民サービスの向上に資する研究に積極的に参画してまいりま

す。 あわせて，庁内でのデータ利活用に関しては，ＢＩツール
26
やＥＢＰＭ

27
といった取組事例の紹介やデータ利活用による業務改善等の研究をとおし，

組織横断的な取組を進めていきます。 

                                                 
25 ＲＰＡ：Robotic Process Automation の略。パソコン操作などを人間に代わってソフトウェアが行う仕組み。 

26 ＢＩツール：Business Intelligence ツール。組織内に蓄積された様々なデータを収集し可視化・分析可能な状態に

することで，業務の現状把握・意思決定を支援するツール。 

27 ＥＢＭＰ：Evidence Based Policy Making の略。統計などのデータを分析し，どのような政策が有効であるか，定

量的に把握し，政策と成果の因果関係を明確にする手法。 
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第 4 章 指針の推進 

１ 庁内横断的な体制による推進 

本指針の推進に当たっては，単独の事業課だけではなく，庁内横断的な体制

で取組を進めることが重要であり，技術的な勉強会などを実施しながら取組の

周知と課題等の検討を進める必要があります。 

当面ＩＴ推進課を事務局として，各事業課が連携することとし，業務フロー

の積極的な見直し等を実施します。 

２ 推進体制の全体像 

必要に応じて新たな推進体制も検討しながら，効率的，効果的に指針を推進

します。しかし，最新技術の研究などについては，庁内連携だけでは難しいこ

とから産官学連携等も見据えながら取組を進めます。 

また，慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスと行っている「地域ＩｏＴと情報力

研究コンソーシアム
28
」と積極的に連携することとします。 

３ ＩＴ推進本部会議による推進 

本指針の推進や官民データ活用のための取組を推進していくため，政策的に

取り組む必要があるものは，ＩＴ推進本部会議で審議するとともに，進捗報告

や課題の解決に向けた意見の集約を行い，全庁に周知をしながら取組を更に進

めます。 

  

                                                 
28 コンソーシアム：複数の個人や組織が共通の目的のために活動する集団。 
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４ 指針の進捗管理 

（１）体制 

官民データ活用の対象となる施策の分野が幅広く，情報部門だけではなく庁

内横断的な対応が必要となることから，全庁的な情報化の推進体制である「Ｉ

Ｔ推進本部会議」で，指針の策定・改定を実施するものとします。 

なお，ＩＣＴ・データの利活用等の施策を主体的かつ円滑に講じるよう，会

議内で審議します。 

（２）進捗管理の実施 

指針に位置づける各施策については，その達成度合いを把握，管理するため

に，ＰＤＣＡサイクル
29
による進捗管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 ＰＤＣＡサイクル：Plan(計画)・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）を繰り返すことによって，生産管

理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法。 

藤沢市 

■IT 推進本部会議（指針改定の承認， 

政策的な取組の審議） 

■IT 推進課（進捗管理・施策の整合・評価） 

国 

■官民データ活用推

進基本法等 

 

神奈川県 

■かながわＩＣＴ・デ

ータ利活用推進計画 

 

地域 IoT と情

報力研究コン

ソーシアム 
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１ 行政に係る手続の 

オンライン化の推進 

５ 情報システムに係る規格 

の整備及び互換性の確保 

６ 官民データ活用に関する  

教育及び普及啓発 

 
７ 先端技術・データを 

活用した取組の推進 

 

２ 行政が保有する 

データの活用の推進 

 ３ マイナンバーカードの 

普及及び活用 

４ 情報通信技術の利用 

の機会等の格差是正 

 

第 5 章 官民データ活用の推進に係る個別施策 

 本指針の策定趣旨及び７つの基本方針を勘案し，市として取り組む施策を以

下のように位置付けます。ただし技術の進歩に伴うＩＣＴ環境の変化や，国・

神奈川県が示す計画や方針といった動向を注視する等，時代の変化にあわせ，

必要な場合には新たな取組の追加や内容の変更を実施，及び更なる拡充を目指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

個別施策 基本方針 

施策１ 
オープンデ

ー タ の 促

進・データ

利活用の推

進 

時代の変化にあわせ，更なる拡充を目指します 

施策２ 
行政手続オ

ンライン化

への取組 

施策３ 
マイナンバー

カードの取得

及び普及等に

関する取組 

施策４ 
デジタルデ

バイド対策 

施策５ 
行政情報シ

ステムにお

ける業務改

革の促進 

施策６ 
デジタル市役

所実現に向け

た人材育成 
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施策１ オープンデータの促進・データ利活用の推進 

 

  

                                                 
30 ＧＩＳ：Geographic Information System の略。地理的位置を手がかりに，位置に関する情報を持ったデータ（空

間データ）を総合的に管理・加工し，視覚的に表示し，高度な分析や迅速な判断を可能にする技術。 

概要 ２０１４年６月に開設したオープンデータライブラリの

充実と民間事業者等が必要とする本市保有データの更なる

公開を進めます。 

大学等の研究機関とも連携を深め地域課題の解決に向け

た取組を進め，ＩＣＴやＩｏＴへの積極的な研究検討を行

い，様々な主体と連携した新サービスの創出に向けた取組

を進めます。 

スケジュール 

具体的な取組 

2020 年度  (1)オープンデータの拡充 

(2)新サービス創出に向けた取組 

(3)ＧＩＳ
30
との連携検討 

(4)ＥＢＰＭの推進 

2021 年度  

2022 年度  

2023 年度  

2024 年度  
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施策２ 行政手続オンライン化への取組 

 

  

                                                 
31 デジタルデバイス：デジタル製品の総称。 

32 チャネル：通路，ルート。ここでは，インターネットバンキング，モバイルバンキング，及び ATM 等のことを指
す。 

33 モバイル端末：小型軽量で持ち運ぶことができる情報端末装置。 

34 電子サイン：何らかの手段を用いて本人確認・改ざん等の防止措置がとられた，デジタル文書に対して行う署名プ

ロセス。 

概要 従来の紙ベースによる手続から脱却し，デジタルデバイス
31
の活用による，様々な場面での行政手続のオンライン化を

進めます。 

各種申請手続等における受付から完了までの待ち時間の短

縮のため，業務フローの見直しを含めた電子による手続，携

帯電話・モバイル端末を活用した届出等の手法を検討し，窓

口滞在時間の短縮を図ります。 

また，税・公金収納や支払いについて，多様なチャネル
32

による納付機会の拡大を実施し，時間と場所にとらわれず，

いつでもどこからでも納付可能な環境を整備します。 

スケジュール 

具体的な取組 

2020 年度  (1)オンライン化適用手続の拡大 

(2)公民館施設予約における電子抽選

の検討と導入 

(3)タブレット端末・モバイル端末
33

を活用した手続手法の検討 

(4)多様なチャネルによる納付機会の

拡大 

(5)電子サイン
34
の研究 

2021 年度  

2022 年度  

2023 年度  

2024 年度  
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施策３ マイナンバーカードの取得及び普及等に関する取組 

 

  

概要 番号通知カードの廃止（２０２０年５月２５日）に伴

い，マイナンバーカードの取得促進が期待されるところで

す。本市におけるマイナンバーカードの普及率は有効交付

率で約１９％なっています。普及促進には２０２１年から

開始される健康保険証としての利用以外にも，マイナンバ

ーカードの多目的利用の検討が必要不可欠となっているこ

とから，国の動向等にも注視しつつ，費用対効果等も十分

考慮して検討を進めます。また，マイナンバーカードを市

民が取得しやすくなるよう，本市開催のイベントや臨時的

な申請窓口等を開設するなど，引き続きマイナンバーカー

ド普及促進を図ります。 

スケジュール 

具体的な取組 

2020 年度  (1)多機能化の検討 

(2)普及促進策の検討 

(3)マイナンバーカード申請機会の

充実 

2021 年度  

2022 年度  

2023 年度  

2024 年度  
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施策４ デジタルデバイド
35
対策 

 

  

                                                 
35 デジタルデバイド：コンピュータやインターネット等，情報技術を利活用できる人と，できない人の間に生じる，

貧富・機会・社会的地位等の格差。 

概要 デジタル市役所実現に向けた行政手続等の変化を，利

用者にしっかりと説明する取組を進めることが重要と捉

え，利用機会等の格差是正に向けた取り組みを進めま

す。 

外国人市民や障がい者等が迷うことなく手続が行える

ようＩＣＴを活用したサポート等も研究を進めます。 

また，地域性を考慮した，多様な主体と連携すること

で，市民や企業を対象とした公民館事業や独自事業等を

企画し，デジタルデバイド解消やＩＣＴ，官民データの

活用に関する人材育成，普及啓発に取り組みます。 

スケジュール 

具体的な取組 

2020 年度  (1)パソコンやスマートフォン入門

講座開講等ＩＣＴリテラシー向

上を目的とした研修の開催 

(2)公民館と連携した各地区におけ

るデジタルデバイド解消を目的

とした講座の開催 

(3)デジタル市役所，行政手続のオ

ンライン化等の市民周知 

2021 年度  

2022 年度  

2023 年度  

2024 年度  
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施策５ 行政情報システムにおける業務改革の促進 

                                                 
36ＧＩＧＡスクール構想：児童生徒向けの 1 人 1 台端末と，高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し，多様な

子どもたちを誰一人取り残すことのなく，公正に個別最適化された創造性を育む教育を，全

国の学校現場で持続的に実現させる構想。 

37 オンライン学習：情報技術（主にインターネット）を用いて行う学習や学びのこと。ｅラーニングも同義。 

38 ローカル５Ｇ：地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が，自らの建物内や敷地内
でスポット的に柔軟に構築できる 5G システム（４Ｇを発展させた「超高速」だけでなく，「多数接

続」，「超低遅延」といった新たな機能を持つ次世代の移動通信システム）。 

概要 本市が運用する情報システムについては，システム更新

時に，将来における他の地方公共団体とのシステム共同利

用も想定しつつ，業務手順の見直しを徹底し，カスタマイ

ズを抑止することで，業務効率化とシステム経費の削減に

つなげ，情報システム改革を推進します。 

業務効率化の一環として，保育施設入所選考作業等への

ＡＩ導入や，定型的な業務に対するＲＰＡの技術を活用す

ること，更に，ＢＩツールによりこれまで埋もれていたデ

ータを活用し，業務の見える化など先端技術の活用を行い

ます。 

働き方改革や業務継続の観点から，在宅勤務等に向けた

ワークスタイル変革に合わせた，テレワークやＷｅｂ会議

等の遠隔業務への対応を進めます。 

小・中学校においては文部科学省が進める「ＧＩＧＡス

クール構想
36
」を実現するとともに，ＩＣＴ活用によるオ

ンライン学習
37
を推進します。 

スケジュール 

具体的な取組 

2020 年度  (1)他自治体共同利用の検討 

(2)ＡＩ，ＲＰＡ適用業務の検討と実施  

(3)ＢＩツールの活用 

(4)電子決裁，ペーパレス化の推進 

(5)テレワーク環境の構築 

(6)ＴＶ，Ｗｅｂ会議環境の構築 

(7)ローカル５Ｇ
38
利活用の検討 

(8)「ＧＩＧＡスクール構想」の実現

とオンライン学習の推進 

2021 年度  

2022 年度  

2023 年度  

2024 年度  
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施策６ デジタル市役所実現に向けた人材育成 

  

                                                 
39 ｅラーニング：オンライン学習と同義。 

40 Chief Information Officer：最高情報責任者。 

41 Chief Digital Officer，Chief Data Officer：データ統括責任者。 

概要 デジタル市役所実現に向けた取組を推進するためのＩＣ

Ｔを有効に活用できる人材の育成について，庁内研修を実

施し，技術の紹介や活用事例の紹介等をとおし，業務への

活用等を学習する機会を設けます。 

研修実施の際は，集合研修のみではなく，自己研鑽に努

められるようｅラーニング
39
システムも活用し，全職員に

受講機会を設けるなど，様々なチャンネルを活用し，ＩＣ

Ｔを有効に活用できる職員の育成及び，将来藤沢市のＩＣ

Ｔ施策を担うＣＩＯ
40
やＣＤＯ

41
の育成にもつなげていき

ます。 

スケジュール 

具体的な取組 

2020 年度  (1)最新技術の動向，ＩＣＴスキル

や技術活用に向けた研修の実施 

(2)ｅラーニングシステムの活用 

2021 年度  

2022 年度  

2023 年度  

2024 年度  
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第６章 セキュリティ及び個人情報の適正な
取扱の確保 

本指針の実施に当たっては，「サイバーセキュリティ基本法（２０１４年法

律第１０４号）」，「サイバーセキュリティ戦略（２０１５年９月４日閣議決

定）」，「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラ

イン」，「藤沢市情報セキュリティポリシー」に基づく適切な情報システムの

運用体制を確保することとあわせて，「個人情報の保護に関する法律」及び

「藤沢市個人情報の保護に関する条例」に基づき適切にデータを公開，運用を

することで，データの活用に係る住民の不安の払拭に努めます。 
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藤沢市官民データ活用推進指針 

２０２０年(令和 2 年)７月 策定 

藤沢市総務部ＩＴ推進課 


